
平成 ２９ 年 ５ 月 １ 日 

 

 

  

NO.161 こども発達支援センター 通園部門 

  

 すがすがしさを感じる季節になってきました。段々と子どもたちが汗をかくような 

ことも増えてきましたね。まだまだひんやりとした風も吹いています。知らず知らず 

のうちに汗をかいて、冷たい風にあたると汗冷えをして風邪をひいてしまう原因にな 

ることがあります。脱ぎ着しやすい服装で汗をかきすぎないようにしましょう。新学 

期がはじまって１か月。体調管理に気をつけて、元気に過ごしていきましょう。 

 

＜ ５月の予定 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎内科検診の結果について 

    ・受診や経過観察が必要な場合のみ、内科検診の結果をお知らせします。 

    ・並行通園児の保護者の方は、各園で行われた健康診断の結果で何か 

気になる事があれば、お知らせ頂きますようご協力をお願いします。 

 

  ＜保護者支援について＞ 

    ・今年度は、５限（１３：００～１３：４０）に実施します。 

保護者支援に参加された際の子どもさんは、別室で職員が対応します。 

    ・5 月の保護者支援のテーマは“センター保育で大切にしたいこと”です。 

保育士からお話をさせていただきます。 

 

◎理学療法士（ＰＴ）による保護者支援の日程が決まりました。（重心・医療型対象） 

    ９月１日（金）・４日（月）を予定しています。どちらの日程になるかは、後日 

   クラス担任からお知らせしますが、年間行事予定表に追加しておいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜給食費の実費徴収について＞ 

   以下の通り、給食費（１日 400 円）の徴収をさせていただきますので、ご確認をよろしく 

お願いします。 

   ①前日までの場合 

 ・前日までに欠席のご連絡をいただいた場合は、給食費の徴収はいたしません。 

   ②当日の場合 

    ・当日午前９時３０分までに欠席の連絡があった場合は、給食をキャンセルとして扱い、 

費用は徴収いたしません。 

    ・欠席の連絡がない場合及び午前９時３０分以降の連絡については、すでに給食の準備を 

行っていることから、給食提供の有無に関わらず、給食費を徴収させていただきます。 

 

退職のご挨拶 

4 月末をもって、8年半勤務したすてっぷセンターを退職することとなりました。 

6 月より京都市内で心療内科・児童精神科・精神科のクリニックを開業させていただきます。 

平成 20 年 11 月に副所長として赴任した後、診療所で主に就学後の子どもたちの診療を行って 

いましたが、平成 25 年 4月に所長となり、通園の運営に管理者として当たるようになりました。 

  一番印象に残っていることは、所長になった、まさにその年度から、日々通園児数の保証に 

関する補助金が打ち切られたことです。 

この厳しい状況に対して、通園だけでなく診療所・地域支援も一丸となって、センター全体で 

収益を上げる努力をし、補助金の補填が可能な収益が得られました。 

これも一重に、利用者の方々のご理解とご支援の賜物と感謝しています。 

一方、心残りとしては、所長になってからも、診療時間をなかなか減らすことが出来ず、通園 

児や保護者の方々と接する時間をあまり持てなかったことです。 

  次期所長には、平井副所長が昇任されます。すてっぷセンターは、職員数も増え、新規事業も 

予定されており、ますます発展が期待されています。引き続き、皆様のご理解とご支援をお願い 

いたします。 

                                   山下 達久 

日 曜 行 事 予 定 

８～１２ 月～金 親子通園クラス 短縮保育 

１２ 金 消防訓練 

１７～２３ 水～火 内科検診 

２２ 月 あお・あか  保護者支援 

２６ 金 き・むらさき 保護者支援 

２９ 

 

月 

 

医療型・重心 保護者支援 

２グループに分かれ、６月２日（金）にも開きます。 

４にち     ぴんく       N くん      （３さい） 

１９にち     きらきら     N くん     （1 さい） 

２２にち     みどり      S くん     （３さい） 

２８にち     あか       R くん     （2 さい） 

 


